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北海道
【１】

⼀般修学資⾦の
返還免除

貸付を受けた⼀般修学資
⾦の全額

- -

養成施設を卒業した⽇か
ら１年以内に、道内の特
定施設等において看護業
務（保健師、助産師、看
護師⼜は准看護師の業務
をいう。）に従事した場
合において、引き続き貸
付期間の１．５倍の年数
（⼩数点以下切上げ）就
業したとき

特別修学資⾦の
返還免除

貸付を受けた特別修学資
⾦の全額

- -

養成施設を卒業
し、免許取得後
速やかに、特定
病院において看
護業務（助産
師、看護師の業
務）に従事した
場合において、
引き続き貸付期
間の１．５倍の
年数（⼩数点以
下切上げ）就業
したとき

指定修学資⾦の
返還免除

貸付を受けた指定修学資
⾦の全額

- -

養成施設を卒業
し、免許取得後
速やかに、指定
特定病院におい
て看護業務（助
産師、看護師の
業務）に従事し
た場合におい
て、引き続き貸
付期間の１．５
倍の年数（⼩数
点以下切上げ）
就業したとき

令和 3 未定

北海道
【２】

なし
返還免除要件に該当した
場合、全額免除

―
返還免除要件に該当した
場合、全額免除

返還免除が認められたと
き（卒後、医師として道
内の医療機関に９年以上
勤務し、かつ、当該勤務
期間のうち５年以上知事
が指定する道内の医師が
不⾜する地域に所在する
公的医療機関等に勤務し
た場合に全額免除）

平成 20 未定

⻘森県
⼤学卒、⼤学院
卒、⾼等専⾨学
校（専攻科）卒

「認定起算⽇における奨
学⾦の返還総額・返還残
額の２分の１」⼜は「対
象企業が設定する⽀援予
定額」のいずれか低い額

1,500千円 −
対象企業に就業かつ県内
居住の要件を満たして３
年経過時及び６年経過時

短期⼤学卒、⾼
等専⾨学校（第
4学年、第5学
年）卒、専修学
校（専⾨課程）
卒

「認定起算⽇における奨
学⾦の返還総額・返還残
額の２分の１」⼜は「対
象企業が設定する⽀援予
定額」のいずれか低い額

750千円 −

対象企業に就業
かつ県内居住の
要件を満たして
３年経過時及び
６年経過時

令和 4 未定

岩⼿県
【１】

岩⼿医科⼤学
学校推薦型選抜
地域枠B、⼀般
選抜地域枠C、
東北⼤学 特別
選抜岩⼿県地域
枠⼊試、⼀般
枠、産婦⼈科特
別枠

⼤学卒業後、条例で定め
る期間、岩⼿県医療局⻑
が指定する医療機関で医
師の業務に従事すること
により、奨学⾦の返還を
免除する。

昭和 40 未定

岩⼿県
【２】

⼤学卒
貸与を受けた奨学⾦の返
還総⽀払額

貸与を受けた
奨学⾦の返還
総⽀払額

平成 3 未定

岩⼿県
【３】

⼤学卒
給付を受けた奨学⾦の返
還総⽀払額

給付を受けた
奨学⾦の返還
総⽀払額

平成 29 未定

岩⼿県
【４】

⼤学卒
給付を受けた奨学⾦の返
還総⽀払額

給付を受けた
奨学⾦の返還
総⽀払額

平成 29 未定

岩⼿県
【５】

県内⼤学への進
学

貸与を受けた奨学⾦の全
額（15万円）

- 返還免除
県内⼤学への⼊学したこ
とを確認した⽇

県外⼤学への進
学

貸与を受けた奨学⾦の全
額（15万円）

- 返還免除

通算２年間県内
企業・団体等に
就業したことを
確認した⽇

短期⼤学、⾼等
専⾨学校、専修
学校⼜は各種学
校への進学

貸与を受けた奨学⾦の全
額

- 返還免除

通算２年間県内
企業・団体等に
就業したことを
確認した⽇

令和 5 未定

岩⼿県
【６】

⼤学及び⼤学院
の在学期間を通
じて奨学⾦の貸
与を受けていた
もの（６年制⼤
学含む）

交付を申請した⽇の属す
る⽉の翌⽉から申請者が
独⽴⾏政法⼈⽇本学⽣⽀
援機構に対して⾏う奨学
⾦の返還にかかる費⽤の
1/2

上限額250万
円

最⼤８年間 最短で返還開始と同時

⼤学の在学期間
に奨学⾦の貸与
を受けていたも
の（⾼等専⾨学
校の専攻科含
む）

交付を申請した⽇の属す
る⽉の翌⽉から申請者が
独⽴⾏政法⼈⽇本学⽣⽀
援機構に対して⾏う奨学
⾦の返還にかかる費⽤の
1/2

上限額150万
円

最⼤８年間
最短で返還開始
と同時

⼤学院の在学期
間のみ奨学⾦の
貸与を受けてい
たもの

交付を申請した⽇の属す
る⽉の翌⽉から申請者が
独⽴⾏政法⼈⽇本学⽣⽀
援機構に対して⾏う奨学
⾦の返還にかかる費⽤の
1/2

上限額100万
円

最⼤８年間
最短で返還開始
と同時

⾼等専⾨学校の
在学期間に奨学
⾦の貸与を受け
ていたもの

交付を申請し
た⽇の属する
⽉の翌⽉から
申請者が独⽴
⾏政法⼈⽇本
学⽣⽀援機構
に対して⾏う
奨学⾦の返還
にかかる費⽤
の1/2

上限額70万円
最⼤８年
間

最短で返還開始と同時 平成 29 令和 未定

地⽅公共団体名

都道府県 和暦 年度 和暦

終了年度

年度

⑶ 返還⽀援の内容
区分１

区分の内容
返還⽀援の内容

区分２

区分の内容
返還⽀援の内容

区分３

区分の内容
返還⽀援の内容

区分４

区分の内容
返還⽀援の内容

⑷ 事業実施期間
開始年度



岩⼿県
【７】

（国公⽴）保健
師・助産師・看
護師

県が貸与した奨学⾦の⾦
額（⽉額51,000円を上
限、貸付を決定した都市
の４⽉から卒業する⽉
（正規の就学期間を超え
ない期間）まで）

-

次の要件をすべて満たし
た場合は、貸付⾦の償還
を免除すること。
①養成施設卒業と同時に
看護職員の免許を取得す
ること。
②養成施設卒業後ただち
に条例で定める特定施設
に就職すること。
③条例で定める期間、特
定施設で継続して看護職
員の業務に従事するこ
と。

③同様
（私⽴）保健
師・助産師・看
護師

県が貸与した奨学⾦の⾦
額（⽉額60,000円を上
限、貸付を決定した都市
の４⽉から卒業する⽉
（正規の就学期間を超え
ない期間）まで）

-

次の要件をすべて満たし
た場合は、貸付⾦の償還
を免除すること。
①養成施設卒業と同時に
看護職員の免許を取得す
ること。
②養成施設卒業後ただち
に条例で定める特定施設
に就職すること。
③条例で定める期間、特
定施設で継続して看護職
員の業務に従事するこ
と。

③同様
（国公⽴）准看
護師

県が貸与した奨学⾦の⾦
額（⽉額23,000円を上
限、貸付を決定した都市
の４⽉から卒業する⽉
（正規の就学期間を超え
ない期間）まで）

-

次の要件をすべて満たし
た場合は、貸付⾦の償還
を免除すること。
①養成施設卒業と同時に
看護職員の免許を取得す
ること。
②養成施設卒業後ただち
に条例で定める特定施設
に就職すること。
③条例で定める期間、特
定施設で継続して看護職
員の業務に従事するこ
と。

③同様
（国公⽴）准看
護師

県が貸与した
奨学⾦の⾦額
（⽉額35,000
円を上限、貸
付を決定した
都市の４⽉か
ら卒業する⽉
（正規の就学
期間を超えな
い期間）ま
で）

-

次の要件
をすべて
満たした
場合は、
貸付⾦の
償還を免
除するこ
と。
①養成施
設卒業と
同時に看
護職員の
免許を取
得するこ
と。
②養成施
設卒業後
ただちに
条例で定
める特定
施設に就
職するこ
と。

③同様 昭和 37 未定

岩⼿県
【８】

医師 30，500千円（６年間） 30，500千円 11
医師免許を取得し、臨床
研修開始時点

平成 20 未定

宮城県

保健師助産師看
護師法第19条か
ら22条までに規
定される養成課
程を修め、償還
の猶予を受けて
県の指定する医
療施設等へ遅滞
なく就業し実従
事期間が5年(60
⽉)に到達した
者。(看護学⽣
修学資⾦貸付条
例)

貸与した修学資⾦の償還
総額を免除

- 修学期間＋5年(60⽉)
養成施設卒業後、遅滞な
く就業した時点から(償還
開始と同時)

保健師助産師看
護師法第21条第
1号から3号まで
に規定される養
成課程を修め、
償還の猶予を受
けて県の指定す
る医療施設等へ
遅滞なく就業し
実従事期間が3
年(36⽉)に到達
した者。(特定
地域看護師確保
対策修学資⾦貸
付条例)

貸与した修学資⾦の償還
総額を免除

- 修学期間＋3年(36⽉)

養成施設卒業
後、遅滞なく就
業した時点から
(償還開始と同時)

⼤学（学校教育
法第1条に規定
する⼤学）の医
学を履修する課
程を修め、償還
の猶予を受けて
県の指定する医
療施設等へ遅滞
なく就業し実従
事期間が貸付を
受けた期間の
3/2(1.5倍)に相
当する期間に到
達した者。(医
学⽣修学資⾦貸
付条例)

貸与した修学資⾦の償還
総額を免除

-
修学期間＋貸付を受けた
期間の3/2(1.5倍)に相当
する期間

養成施設卒業
後、遅滞なく就
業した時点から
(償還開始と同時)

昭和 39 未定

秋⽥県 ⼀般分 奨学⾦の年返還額の2／3
上限：
133,000円

最⼤3年間 返還開始の翌年 未来創⽣分
奨学⾦の年返還額の10
／10

上限：
200,000円

最⼤3年間 返還開始の翌年 平成 29 未定

⼭形県
【１】

学⽣を対象に申
請した市町村に
居住かつ県内で
就業することを
条件に⽀援を⾏
うもの

26,000円×申請年度以降
の奨学⾦貸与⽉数若しく
は交付申請時点での奨学
⾦返還残⾼のいずれか低
い⽅の額

− ⼀括交付
卒業後、県内に居住・就
業してから3年経過後

社会⼈を対象に
県外から申請し
た市町村へ移住
かつ県内で就業
することを条件
に⽀援を⾏うも
の

県内に居住・就業を開始
してから3年間で返還し
た奨学⾦の額

600千円 ⼀括交付
県内に居住・就
業してから3年経
過後

学⽣を対象に事
業への登録企業
で就業かつ県内
に居住すること
を条件に⽀援を
⾏うもの

26,000円×申請年度以降
の奨学⾦貸与⽉数若しく
は交付申請時点での奨学
⾦返還残⾼のいずれか低
い⽅の額（⼥性の場合、
10万円を加算）

- ⼀括交付
卒業後、県内に
居住・就業して
から3年経過後

平成 27

未定
（現
⾏制
度は
R6ま
で）

⼭形県
【２】

⼤学、⼤学院を
卒業⼜は修了
し、薬剤師免許
を取得（⾒込
み）

⼤学等在学中に奨学⾦の
貸与を受けていた期間に
達するまで

年間60万円、
最⼤360万円

最⼤6年間 就業開始年度 令和 6 未定

福島県 学⽣枠

貸与を受けた奨学⾦のう
ち、卒業前２年間に貸与
を受けた対象奨学⾦の返
還に要する経費

⼤学在学⽣
1,536千円
⼤学院修⼠課
程相当在学⽣
2,112千円
⼤学院博⼠課
程相当在学⽣
2,928千円
⾼等専⾨学校
専攻科在学⽣
1,440千円

補助⾦交付要件を満たし
た時点で⼀括交付

県内に居住・就業して５
年経過後

既卒者枠

⼤学等在学中に貸与を受
けた対象奨学⾦の返還に
要する経費のうち、申請
時点での返還残額の１／
２相当額

1,000千円
補助⾦交付要件を満たし
た時点で⼀括交付

県内に居住・就
業して３年経過
後

平成 28 未定

栃⽊県 ⼤学⽣
⼤学３・４年次分の貸与
総額

1500 8
県内に居住・就職した⽇
の属する年度の翌年度

⼤学院⽣
⼤学院修⼠１・２年次分
の貸与額の1/2

1000 8
県内に居住・就
職した⽇の属す
る年度の翌年度

短期⼤学⽣・⾼
等専⾨学校⽣・
専⾨学校⽣

卒業前２年間の貸与額の
1/2

700 8
県内に居住・就
職した⽇の属す
る年度の翌年度

平成 27 未定

群⾺県
申請年度において、補助
対象企業が⽀援対象者に
⽀給した⼿当等の額の1/2

60 3 返還開始と同時 令和 2 未定

埼⽟県 無し

従業員の奨学⾦返還⽀援
を⾏う中⼩企業等に対
し、
補助率：2分の1（埼⽟県
多様な働き⽅実践企業
は、3分の2）

補助限度額
：1⼈年9万円
（埼⽟県多様
な働き⽅実践
企業は、年12
万円）

申請年度の4⽉1⽇時点
で、当該企業において正
社員となってから6年以内
であること（中途採⽤含
む）

企業が奨学⾦返還⽀援を
⾏った年度の4⽉1⽇

令和 4 未定



東京都 区分１

奨学⾦貸与額を上限と
し、東京都と企業が同額
を出えんし、基⾦より直
接⽇本学⽣⽀援機構に代
理返還

30 万円(10万
円/年）

最⼤3年間⽀援 就職後1年間の継続勤務後 区分２

奨学⾦貸与額を上限と
し、東京都と企業が同額
を出えんし、基⾦より直
接⽇本学⽣⽀援機構に代
理返還

72万円 （24
万円/年）

最⼤3年間⽀援
就職後1年間の継
続勤務後

区分３

奨学⾦貸与額を上限と
し、東京都と企業が同額
を出えんし、基⾦より直
接⽇本学⽣⽀援機構に代
理返還

150万円（50
万円/年）

最⼤3年間⽀援
就職後1年間の継
続勤務後

令和 4 未定

新潟県 無し

県内に転⼊・就業した⽇
の属する年度の前年度末
の奨学⾦等の残額の2分の
1を助成総額の上限（最⼤
1,200千円）とし、交付申
請書を提出する⽇の属す
る年度（申請年度）の前
年度において返還した奨
学⾦の額を年度ごとに助
成

200 6
県内にＵターン転職し、
居住した年度の翌年度

平成 28 未定

富⼭県 理⼯系学部⽣
奨学⾦総額のうち、２年
間にわたり貸与を受けた
奨学⾦総額

- 10年間 就業翌年度から⽀援開始 理⼯系⼤学院⽣
⼤学院在学時に貸与を受
けた奨学⾦総額（２年
分）

- 10年間
就業翌年度から
⽀援開始

６年制薬学部⽣

第５学年及び第６学年在
学時に貸与を受けた奨学
⾦総額（２年分）
第１学年から第６学年在
学時に貸与を受けた奨学
⾦総額（６年分）

- 10年間
就業翌年度から
⽀援開始

平成 28 未定

⽯川県
⼤学院卒、⼤学
卒、⾼等専⾨学
校卒

在学中に貸与を受けた奨
学⾦の返済残⾼

対象企業が選
択した助成額
（200万円・
150万・100
万・50万）
※200万は⼤
学院卒のみ対
象

無し
⼤学等を卒業後、正社員
として３年以上継続して
就業したとき

平成 28 未定

福井県

⼤学卒、短期⼤
学卒、⾼等専⾨
学校卒、専修学
校（専⾨課程）
卒

就業してから１年半の間
に返還した奨学⾦の額、
１年半〜３年半の間に返
還した奨学⾦の額、３年
半から５年半の間に返還
した奨学⾦の額

1000 5
県内に居住・就業してか
ら

⼤学（医学部・
薬学部（6年
制））卒、⼤学
院卒

就業してから１年半の間
に返還した奨学⾦の額、
１年半〜３年半の間に返
還した奨学⾦の額、３年
半から５年半の間に返還
した奨学⾦の額

1500 5
県内に居住・就
業してから

平成 28 未定

⼭梨県 ⼤学
卒業前２年間に奨学⾦の
貸与を受けた額

1536 8
県内に居住・就業して1年
経過後（概算払）

⼤学院
卒業前２年間に奨学⾦の
貸与を受けた額

2928 8
県内に居住・就
業して1年経過後
（概算払）

⾼等専⾨学校
卒業前２年間に奨学⾦の
貸与を受けた額

1440 8
県内に居住・就
業して1年経過後
（概算払）

既卒者
卒業前２年間
に奨学⾦の貸
与を受けた額

2928 8
県内に居住・就業して1年
経過後（概算払）

平成 28 未定

⻑野県 無し 企業負担額の1/2

⽀援対象従業
員１⼈当たり
上限額10万円
/年

⼊社した年度を含め５会
計年度（⽀援対象従業員
１⼈当たり）

奨学⾦等を返済する個⼈
への交付をするものでは
ないため、補助事業者
（企業）の奨学⾦返済⽀
援制度の内容によって返
済⽀援開始時期は異な
る。（県からの補助⾦
は、企業に対する交付決
定⽇以後の⽀払いが補助
対象）

令和 5 未定

岐⾩県
独⾃奨学⾦の返
還免除

⼤学等を卒業した⽇の属
する⽉の翌⽉から起算し
て１２ヶ⽉以内に、本県
にUターン就業及び県内
居住をし、引き続き５年
間、Uターン就業及び県
内居住をした時に全額を
免除

― 正規の修業年限まで

免除要件を満たしたうえ
で、当該奨学⾦の借受⼈
が免除申請を提出し免除
が承認されたとき。

平成 28 未定

静岡県
【１】

無し
⽉額20万円（医学部６年
間総額1,440万円）

-
１年⽣から⼤学または⼤
学院の卒業までの正規の
修業年限

⼤学または⼤学院卒業後 平成 19 未定



静岡県
【２】

看護職員修学資
⾦の貸与者（保
健師、看護師⼜
は准看護師）

ア 国(独⽴⾏政法⼈国⽴
病院機構を含む。イ及び
次号において同じ。)⼜は
地⽅公共団体(地⽅独⽴⾏
政法⼈法(平成15年法律第
118号)第68条第１項に規
定する公⽴⼤学法⼈を含
む。イにおいて同じ。)の
設置する養成施設 ⽉額
32,000円
イ 国⼜は地⽅公共団体
以外の者の設置する養成
施設 ⽉額36,000円

-

卒業後、免除対象施設に従事
している場合は５年間（過疎
地域等に所在する返還免除対
象施設で従事した場合、返還
債務の免除に係る勤務期間が
５年間から貸与期間に相当す
る期間に短縮）
※養成施設を卒業した後、引
き続き貸与を受けた期間に相
当する期間以上対象施設等に
おいて看護業務に従事したと
きは、返還債務の全部⼜は⼀
部を免除することができる。
免除することができる返還債
務の額は、対象施設等におけ
る業務従事期間を修学資⾦の
貸与を受けた期間(その期間が
２年に満たないときは、２年
とする。)の２分の５に相当す
る期間で除して得た数値(その
数値が１を超えるときは、１
とする。)を修学資⾦の返還債
務の額に乗じて得た額とす
る。

養成施設卒業後
看護職員修学資
⾦の貸与者（助
産師）

ア 国⼜は地⽅公共団体
の設置する養成施設 ⽉
額15,000円
イ 国⼜は地⽅公共団体
以外の者の設置する養成
施設 ⽉額21,000円

-

卒業後、免除対象施設に従事
している場合は５年間（過疎
地域等に所在する返還免除対
象施設で従事した場合、返還
債務の免除に係る勤務期間が
５年間から貸与期間に相当す
る期間に短縮）
※養成施設を卒業した後、引
き続き貸与を受けた期間に相
当する期間以上対象施設等に
おいて看護業務に従事したと
きは、返還債務の全部⼜は⼀
部を免除することができる。
免除することができる返還債
務の額は、対象施設等におけ
る業務従事期間を修学資⾦の
貸与を受けた期間(その期間が
２年に満たないときは、２年
とする。)の２分の５に相当す
る期間で除して得た数値(その
数値が１を超えるときは、１
とする。)を修学資⾦の返還債
務の額に乗じて得た額とす
る。

養成施設卒業後

看護職員修学資
⾦の貸与者（修
⼠課程等の修了
者）

ア 国内の⼤学院の修⼠
課程 ⽉額83,000円
イ 国外の⼤学の課程⼜
は⼤学院の修⼠課程 ⽉
額200,000円

-

卒業後、免除対象施設に
従事している場合は５年
間（過疎地域等に所在す
る返還免除対象施設で従
事した場合、返還債務の
免除に係る勤務期間が５
年間から貸与期間に相当
する期間に短縮）

養成施設卒業後 昭和 37 未定

愛知県
【１】

愛知県へき地医
療確保看護修学
資⾦

修学資⾦の貸与を受けた者が次
の各号のいずれかに該当するに
⾄った場合には、修学資⾦の返
還の債務を免除するものとす
る。看護師免許を取得した⽇か
ら起算して⼀⽉以内（次項各号
に掲げる理由により就業するこ
とができないときは、当該理由
がなくなった⽇から起算して⼀
⽉以内。第⼗条第三号において
同じ。）に、県内に所在する病
院のうち看護業務に関する研修
体制が整備されているものとし
て知事が指定するもの（以下
「実務研修病院」という。）に
おいて看護業務に従事し、か
つ、引き続き⼆年間看護業務に
従事した後、直ちに指定医療機
関において看護業務に従事し、
かつ、引き続き看護業務に従事
した場合において、指定医療機
関において引き続き看護業務に
従事した期間が三年に達したと
き。ただし、県⽴の看護専⾨学
校を卒業した⽇から起算して⼀
年以内に看護師免許を取得した
場合に限る。

3600 ３年 平成 27 未定

愛知県
【２】

愛知県地域医療
確保修学資⾦の
貸与者

⼊学年次：年額２１０万
円（１７万５千円/⽉）
２年次以降：年額１８０
万円（１５万円/⽉）

※将来、⼩児科・産婦⼈
科の診療に従事する意思
のある⼤学５，６年⽣に
は、⽉額５万円を加算。

12300 ６年間 ⼤学⼊学時 平成 21 未定

愛知県
【３】

介護福祉⼠等修
学資⾦貸付⾦

返還免除要件に該当した
場合、全額免除

−
-（返還免除要件に該当し
た場合、全額免除（裁量
免除規定あり））

返還免除が認められた時
（介護福祉⼠等養成施設
卒業後１年以内に介護福
祉⼠⼜は社会福祉⼠とし
て登録を⾏うとともに、
県内の社会福祉施設等に
おいて相談援助または介
護業務のどちらかに従事
し、引き続き５年間以上
同業務に従事した場合等
に免除）。

実務者研修受講
資⾦貸付⾦

返還免除要件に該当した
場合、全額

−
−（返還免除要件に該当
した場合、全額免除（裁
量免除規定あり））

返還免除が認め
られた時（介護
福祉⼠国家試験
合格後１年以内
に、介護福祉⼠
としての登録を
⾏なうととも
に、県内の社会
福祉施設等にお
いて介護業務に
従事し、引き続
き２年間以上同
業務に従事した
場合等に免
除）。

離職した介護⼈
材の再就職準備
⾦貸付⾦

返還免除要件に該当した
場合、全額

-
−（返還免除要件に該当
した場合、全額免除（裁
量免除規定あり））

返還免除が認め
られた時（貸付
実施後、⼀定期
間以内に介護職
員として介護業
界に就職し、２
年間、介護職員
として継続して
従事した場合に
免除）。

福祉系⾼校へ通
う学⽣を対象と
した修学資⾦貸
付⾦

返還免除要件
に該当した場
合、全額

-

−（返還
免除要件
に該当し
た場合、
全額免除
（裁量免
除規定あ
り））

返還免除が認められた時
（⾼校を卒業後、介護福祉
⼠としての登録を⾏なうと
ともに、介護施設等におい
て介護業務等に引き続き３
年間以上従事した場合）。

平成 5 未定

愛知県
【４】

保育⼠修学資⾦
貸付

貸付⾦額 貸付⾦額 ５年間 返還開始と同時 平成 25 未定

三重県

【学⽣】借受奨学⾦総額
の1/4
【既卒者】認定時の借受
奨学⾦残額の1/4

上限100万円 8年間
県内に居住・就業して４
年経過後

平成 28 未定

滋賀県
【１】

指定保育⼠養成
施設

就職後、1年間のうちに返
還した額の1/2

年間12万円 最⻑3年間

新たに対象施設に就職し
た年度の4⽉1⽇（年度途
中に就職した場合は翌年
度の4⽉1⽇）

令和 3 未定



滋賀県
【２】

無し
貸与を受けた修学資⾦の
返還額全額

- -

看護師等養成施設を卒業
した⽇から１年を経過す
る⽇までに免許を取得
し、規則に定める県内の
医療機関等の施設にて５
年間業務に従事したとき

昭和 38 未定

滋賀県
【３】

無し
貸与を受けた授業料資⾦
の返還額全額

- -

看護師等養成所を卒業し
た⽇から１年を経過する
⽇までに免許を取得し、
直ちに県内の医療機関等
において引き続き授業料
資⾦の貸与を受けた期間
に相当する期間業務に従
事したとき

昭和 52 未定

京都府
【１】

補助額は企業負担額の１
／２以内
（年間奨学⾦返済額の1万
円を超える部分の１／
２）

・正社員と
なってから1
年⽬〜3年⽬
上限9万円/
⼈・年
・正社員と
なってから4
年⽬〜6年⽬
上限6万円/
⼈・年

正社員となってから６年
⽬まで

正社員になった時期 平成 29 未定

京都府
【２】

卒業までの⼊学⾦・授業
料額

- 全期間

卒業後、要件の該当する
医療機関へ就業した場
合、償還を猶予し、引続
き５年間就業した場合に
全額免除。

平成 17 未定

京都府
【３】

貸与を受けた奨学⾦の返
還総⽀払額

- 全期間

卒業後、要件の該当する
医療機関へ就業した場
合、返還を猶予し、引続
き５年間就業した場合に
全額免除。

昭和 39 未定

京都府
【４】

⼤学⽣ 貸与を受けた奨学⾦ 10,800千円 上限で６年間
貸与相当期間を医師とし
て特定の地域で勤務した
とき

⼤学院⽣、専攻
医、臨床研修医

貸与を受けた奨学⾦

7,200千円
（産婦⼈科、
⼩児科、⼩児
外科の診療従
事者等は
9,600千円）

上限で４年間

貸与相当期間を
医師として特定
の地域で勤務し
たとき

平成 19 未定

京都府
【５】

無し
指定保育⼠養成施設に在
学し、保育⼠資格の取得
を⽬指す学⽣の修学資⾦

学費５万円/
⽉、⼊学準備
⾦20万円以
内、就職準備
⾦20万円以内

申請時の学年から養成施
設に在学する期間

卒業後１年以内に保育⼠
登録を⾏い、府内の保育
所等において５年間従事
した場合は、返還免除
（その他要件を満たした
場合の裁量免除あり）

平成 28 未定

京都府
【６】

⼤学、⼤学院

卒業前２年間において貸
与を受けた額のうち、第
⼀種奨学⾦の貸与額を上
限とする。

最⼤
1,536,000円
（10年間で）

10年間 採⽤後で調整中 令和 5 未定

兵庫県
【１】

（企業向け）
・補助対象従業員が交付申請年
度に返済する予定額の1/3
・補助対象企業が補助対象従業
員に対し、奨学⾦返済⽀援のた
めに⽀給した⼿当等の年間⽀給
額（申請年度の４〜２⽉⽀給
分）の1/2
いずれか低い⽅の額
（従業員向け）
・補助対象従業員が交付申請年
度に返済する予定額の1/3
・補助対象従業員が交付申請年
度に返済する予定額から企業の
年間⽀給額を差し引いた額
いずれかの低い額。
※企業の年間⽀給額が補助対象
従業員が交付申請年度に返済す
る予定額の2/3未満の場合は従
業員向け補助は対象外となる
※補助対象従業員が交付申請年
度に返済する予定額が18万円以
上かつ企業の年間⽀給額 が12
万円以上の場合は、補助対象と
なる

120千円/⼈
（企業60千円
＋従業員60千
円）

5年間 対象企業に就職 平成 28 未定



兵庫県
【２】

無し

・法⼈負担額が年間返済
額の2/3以上の場合、本⼈
負担額を6万円まで補助。
・法⼈負担額が年間返済
額の2/3未満の場合は、法
⼈負担額が12万円以上の
場合、本⼈負担額を6万円
補助。

60 5
申請⽇において奨学⾦返
済を開始していること

令和 2 未定

奈良県
【１】

無し
貸与を受けた第⼀種奨学
⾦の返還総⽀払額

①と同様 ⼀括
⼤学卒業後､引き続き8年
間、居住・就業した後か
ら

平成 29 令和 14

奈良県
【２】

無し

対象企業が対象従業員に
対し、奨学⾦返還⽀援と
して⽀給した⼿当等の⾦
額（⼜は、代理返還によ
り、⽇本学⽣⽀援機構に
直接送⾦した⾦額）の1/2

500千円/社 ⼀括で⽀払い
対象従業員が対象企業で
就業して3年経過後

令和 2 未定

和歌⼭県 無し
⼤学等の在籍期間に借り
⼊れた奨学⾦の⾦額に相
当する額

１００万円 １回
対象企業に就業して３年
経過後

平成 28 未定

⿃取県
⼤学院・薬学部
（６年間）

無利⼦：貸与奨学⾦の総
額×1/2（既卒者の場合
は、返還残額×1/2）
有利⼦：貸与奨学⾦（利
⼦除く）の総額×1/４
（既卒者の場合は、利⼦
を除く返還残額×1/4）

無利⼦：２１
６０千円
有利⼦：１０
８０千円

８年間
県内の事業所等に正規雇
⽤により就職⼜は就業し
た⽇

⼤学（４年間）

無利⼦：貸与奨学⾦の総
額×1/2（既卒者の場合
は、返還残額×1/2）
有利⼦：貸与奨学⾦（利
⼦除く）の総額×1/４
（既卒者の場合は、利⼦
を除く返還残額×1/4）

無利⼦：１４
４０千円
有利⼦：７２
０千円

８年間

県内の事業所等
に正規雇⽤によ
り就職⼜は就業
した⽇

⾼専・短⼤・専
⾨学校（２年
間）

無利⼦：貸与奨学⾦の総
額×1/2（既卒者の場合
は、返還残額×1/2）
有利⼦：貸与奨学⾦（利
⼦除く）の総額×1/４
（既卒者の場合は、利⼦
を除く返還残額×1/4）

無利⼦：７２
０千円
有利⼦：３６
０千円

８年間

県内の事業所等
に正規雇⽤によ
り就職⼜は就業
した⽇

平成 27 未定

島根県

⼤学（６年⽣学
科に限る）、⾼
等専⾨学校、⼤
学院（⼀貫性博
⼠課程）

助成対象額は、助成対象
者が貸与を受けた奨学⾦
等の返還額と同額。ただ
し、返還額が助成上限額
を超える場合は、助成上
限額を助成対象額とす
る。

最⼤288万円
（年最⼤24万
円）

就業開始年度から12年間 返還開始と同時 平成 29 令和 8

岡⼭県 無し

補助⾦の交付申請を⾏っ
た年度に⽀援対象者が
（独）⽇本学⽣⽀援機構
に返還する額の範囲内で
補助対象企業が⽀給した
額の１／２

補助⾦の交付
申請を⾏った
年度に⽀援対
象者が（独）
⽇本学⽣⽀援
機構に返還す
る額の範囲内
で補助対象企
業が⽀給した
額の１／２の
額⼜は９万円
のいずれか低
い額

採⽤後５年以内（補助対
象企業に採⽤された⽇の
属する⽉を１か⽉⽬と
し、６０か⽉⽬となる⽉
まで）

企業が制度を導⼊し、届
出を⾏い、⽀援対象者が
返還開始と同時

平成 30 令和 5

広島県
定着企業または
国制度認定企業

働き⽅改⾰に取り組み，
その取組を定着させてい
るもののうち，県の定め
る⼀定条件を満たす県内
中⼩企業等⼜は国の認定
を受けている県内中⼩企
業等（・ユースエール認
定企業・えるぼし，プラ
チナえるぼし認定企業・
トライくるみん，くるみ
ん，プラチナくるみん認
定企業）奨学⾦の返還総
⽀払額の1/2

従業員1⼈あ
たり上限100
千円/年度

３年間（採⽤３年⽬ま
で）

交付決定⽇以降の各企業
の規程により⽀援開始

実施企業

働き⽅改⾰について県が
定める⽔準を満たしてい
る県内中⼩企業等
奨学⾦の返還総⽀払額の
1/3

従業員1⼈あ
たり上限60千
円/年度

３年間（採⽤３年⽬ま
で）

交付決定⽇以降
の各企業の規程
により⽀援開始

平成 30 未定

⼭⼝県
【１】

制度対象者として決定さ
れた年の4⽉から2年間に
貸与を受けた奨学⾦の返
還額

ただし、次の
⾦額を上限と
する。 ・⼤
学院⽣：
2,112千円
・薬学部：
1,536千円

⼤学院修了等の後、県内
製造業⼜は県内情報サー
ビス業を有する企業で就
業を始めてから12年間の
うち、県内製造業⼜は県
内情報サービス業で就業
した期間（最⼤6年間）

0 平成 27 未定

⼭⼝県
【２】

無し
初年度就職⽇時点の返還
残額（利息、滞納額を除
く）の1/2

5年総額1,440
千円

5年間
県内に居住し対象施設に
就業した翌年度

令和 2 未定

⼭⼝県
【３】

薬学⽣

対象者が⼤学の５年⽣及
び６年⽣の時に貸与を受
けていた奨学⾦の返還額
（利息を含み、延滞⾦、
返還免除額及び返還済額
を含まない。）

総額上限：
1,440千円、
⽉額上限24千
円

５年間
対象者が返還開始の翌年
度の４⽉に実績報告書を
提出して以降

令和 5 未定



⼭⼝県
【４】

区分なし
貸与を受けた奨学⾦の貸
与期間による

１年間 ５万
円/年、２年
間 10万円/
年、３年間
15万円/年、
４年間以上
20万円/年

５年間
県内に居住・就業して１
年経過後

令和 5 未定

徳島県

【県内公募枠】
徳島県内の⾼等
学校・特別⽀援
学校・専修学校
⾼等課程・徳島
県⽴農業⼤学校
に在籍し、申請
翌年度に⼤学
（短⼤除く）に
進学する者

⽇本学⽣⽀援機構無利⼦
奨学⾦の借受総額の1/2

100万円 5年
県内に居住・就業して３
年経過後

【全国公募枠】
申請年度⼜は翌
年度に⼤学・短
⼤・⼤学院・⾼
専・専修学校専
⾨課程を卒業す
る者⼜は30歳以
下の既卒者）の
うち、⼤学（短
⼤除く）・⼤学
院の在学⽣及び
既卒者

ア ⽇本学⽣⽀援機構無
利⼦奨学⾦借受総額の
1/2（既卒者については
奨学⾦借受総額の１／２
と奨学⾦返還残額(申請
年度末時点）のいずれか
少ない額）
イ ⽇本学⽣⽀援機構有
利⼦奨学⾦借受総額の
1/3（既卒者については
奨学⾦借受 総額の１／
３と奨学⾦返還残額(申
請年度末時点)のいずれ
か少ない額）

ア ⽇本学⽣
⽀援機構無利
⼦奨学⾦の場
合100万円
イ ⽇本学⽣
⽀援機構有利
⼦奨学⾦の場
合70万円

5年
県内に居住・就
業して３年経過
後

【全国公募枠】
申請年度⼜は翌
年度に⼤学・短
⼤・⼤学院・⾼
専・専修学校専
⾨課程を卒業す
る者⼜は30歳以
下の既卒者）の
うち、短⼤の在
学⽣及び既卒者

⽇本学⽣⽀援機構無利⼦
奨学⾦借受総額の1/2
（既卒者については奨学
⾦借受総額の1/2と奨学
⾦返還残額(申請年度末
時点）のいずれか少ない
額）

50万円 5年
県内に居住・就
業して３年経過
後

【全国公募枠】
申請年度⼜は翌
年度に⼤学・短
⼤・⼤学院・⾼
専・専修学校専
⾨課程を卒業す
る者⼜は30歳以
下の既卒者）の
うち、専修学校
専⾨課程の在学
⽣及び既卒者

⽇本学⽣⽀援
機構無利⼦奨
学⾦借受総額
の1/2（既卒者
については奨
学⾦借受総額
の1/2と奨学⾦
返還残額(申請
年度末時点）
のいずれか少
ない額）

80万円 5年
県内に居住・就業して３年
経過後

平成 27 未定

⾹川県
【１】

第⼀種奨学⾦の貸与⽉数
(認定以降の⽉数)に応じ
て返還額の⼀部（貸与⽉
数×15,000円を上限）を
⽀援する。

- ⼀括

県内で居住及び県内の特
定分野の業種へ就業を、
県内出⾝者は３年間、県
外出⾝者は５年間、引き
続き継続したとき。

平成 27 未定

⾹川県
【２】

⼀般的な返還免
除の場合

奨学⾦の貸付を受けた⽉
数に15,000円を乗じて得
た額を返還免除

- 特になし
県内に居住・就業して引
き続き３年経過後

⾹川県内の⼤学
等に進学し、貸
付⽉額の最⾼額
に１万円を加算
した貸与⽉額を
選択した場合

奨学⾦の貸付を受けた⽉
数に25,000円を乗じて得
た額を返還免除

- 特になし
県内に居住・就
業して引き続き
３年経過後

平成 24 未定

愛媛県
【１】

助成対象者が借り⼊れた
奨学⾦に係る交付申請前
年10⽉分〜9⽉分の返還
額の２／３

16.8万円 最⼤7年間 返還開始の翌年度の末 平成 30 未定

愛媛県
【２】

無し

助成対象者が借り⼊れた
奨学⾦に係る1年間の返還
額（10⽉分から翌年9⽉
分）の４／５

20.16万円 最⼤7年間 返還開始の翌年度の末 令和 4 令和 17

福岡県
【１】

無し
貸与を受けた奨学⾦の総
額

ー

看護師等養成所を卒業
し、県内の特定施設（200
床未満の病院等）に就業
して5年経過した時点

昭和 37 未定

福岡県
【２】

7,200,000円（⽉額
100,000円）

7,200,000円

貸与期間は１年次から６
年次、卒業後、返還猶予
期間（９年間）に指定勤
務先にて勤務した場合、
返還免除。

⼤学卒業後２年以内に医
師国家試験に合格した
後、速やかに医師免許を
取得し、奨学⾦の貸与を
受けた期間の1.5倍の期間
（通常は９年間で、２年
間の初期臨床研修期間を
含む）、県内の病院及び
診療所の外科、⼩児科、
産婦⼈科、救急科、⿇酔
科及び総合診療のいずれ
かで勤務した場合は、奨
学⾦の返還が免除され
る。

平成 22 未定

福岡県
【３】

保育⼠修学資⾦
貸付に係る返還
の債務の免除

貸付⾦額の全額または⼀
部

1,200千円
（貸付⾦額の
上限：50千円
×12か⽉×2
年間、※その
他加算あり）

（貸付期間は２年間上
限）

保育⼠養成施設を卒業し
た⽇から１年以内に保育
⼠登録を⾏い、県内の従
事先施設において児童の
保護等に従事し、かつ、
５年間引き続き当該業務
に従事したとき

平成 28 未定



福岡圏
【４】

介護福祉⼠養成
施設、社会福祉
⼠養成施設

貸付額の全額⼜は⼀部
（従事期間に応じた額）

貸付額全額
介護福祉⼠養
成施設 上限
１年課程104
万円、２年課
程168万円、
社会福祉⼠養
成施設
18か⽉課程
130万円
※他 ⽣活費
加算を受ける
場合 上限
42,080円/⽉

-

養成施設卒業後1年以内に
介護福祉⼠（社会福祉
⼠）資格の登録を⾏い、
県内で介護等の業務に継
続して5年以上常時従事し
たとき。
※過疎地域での従事およ
び中⾼年離職者の場合は3
年以上。
※養成施設を退学した場
合、卒業後介護等業務へ
の未就労、他産業への転
就職等の場合は貸付額の
返還が必要。

平成 21 未定

佐賀県
【１】

佐賀県薬剤師薬
剤師奨学⾦制度
_全額免除

返還免除要件に該当した
場合、全額免除

- -

薬剤師免許取得後、奨学
⾦決定薬局に奨学⾦貸与
期間の1.5倍に相当する期
間以上（病休・産休等や
むを得ない理由により業
務に従事できなかった期
間を除く。）勤務したと
き

平成 27 未定

佐賀県
【２】

無し

養成施設を卒業後１年以
内に保育⼠の資格を取
得・登録し、佐賀県内の
保育所等において５年間
引き続き保育⼠の業務に
従事したとき、返還⾦が
全額免除。

- 0
佐賀県内の保育所等にお
いて５年間引き続き保育
⼠の業務に従事したとき

平成 27 未定

佐賀県
【３】

介護福祉⼠修学
資⾦等貸付

返還免除要件に該当した
場合、全額免除

―
―（返還免除要件に該当
した場合、全額免除（裁
量免除規定あり））

返還免除が認められた時
（養成施設等卒業後１年
以内に介護福祉⼠等登録
簿に登録し、佐賀県内に
おいて社会福祉⼠⼜は介
護福祉⼠として特定業務
に従事し、５年間引き続
き当該業務に従事した場
合等に免除。）

介護福祉⼠実務
者研修受講資⾦
貸付

返還免除要件に該当した
場合、全額免除

―
―（返還免除要件に該当
した場合）

返還免除が認め
られた時（介護
福祉⼠国家試験
に合格した⽇か
ら１年以内に介
護福祉⼠の登録
を⾏い、佐賀県
内の福祉施設⼜
は事業所などで
介護等の業務に
就き、２年間引
き続きその業務
に従事した場合
に免除。）

離職した介護⼈
材の再就職準備
⾦貸付

返還免除要件に該当した
場合、全額免除

―
―（返還免除要件に該当
した場合）

返還免除が認め
られた時（佐賀
県内において、
２年間引き続
き、介護職員等
の業務に従事し
たと場合に免
除。）

福祉系⾼校修学
資⾦貸付

返還免除要件
に該当した場
合、全額免除

―

―（返還
免除要件
に該当し
た場合、
全額免除
（裁量免
除規定あ
り））

返還免除が認められた時
（福祉系⾼校を卒業した⽇
から⼜は福祉系⾼校を卒業
後に⼤学等へ進学し卒業し
た⽇から１年以内に介護福
祉⼠の資格登録を⾏い、佐
賀県内の介護保険施設・事
業所において、介護福祉⼠
として介護職員等の業務に
従事し、３年間継続して当
該業務に従事した場合等に
免除。）

平成 21 未定

⻑崎県 なし
交付対象経費：貸与を受
けた奨学⾦の返還総⽀払
額の1/2

上限額：150
万円

⽀援期間：⼤学等卒業
後、県内に居住かつ県内
対象業種に就業し、3年経
過後と6年経過後に各1回

⽀援開始時期：⼤学等卒
業後、県内に居住かつ県
内対象業種に就業し、3年
経過後と6年経過後

平成 28 未定

熊本県

奨学⾦⽀援枠
Ⅰ：県内企業等
（⼤企業）へ就
職した6年⽣⼤
学・⼤学院卒業
者への⽀援

交付対象経費
 ⽀援候補者の参加企業
（県内企業等）就職時点
における奨学⾦の返還残
額であり、以下を満たす
⾦額
（１）返還残額は利息を
含まない⾦額であるこ
と。
（２）対象奨学⾦は⼤学
及び⼤学院（同等の学位
を取得できる課程を含
む）在学中に貸与を受け
た奨学⾦

456万円
（※左記の上
限額内で就職
先の参加企業
が決定）

①⼜は②の上限額のいず
れか低い⽅に10分の1を
乗じた⾦額を10年間に分
けて⽀給する

奨学⾦⽀援枠
Ⅱ：県内企業等
（中⼩企業）へ
就職した6年⽣
⼤学・⼤学院、
4年制⼤学等卒
業者への⽀援枠

交付対象経費
⽀援候補者の参加企業
（県内企業等）就職時点
における奨学⾦の返還残
額であり、以下を満たす
⾦額
（１）返還残額は利息を
含まない⾦額であるこ
と。
（２）対象奨学⾦は⼤学
及び⼤学院（同等の学位
を取得できる課程を含
む）在学中に貸与を受け
た奨学⾦

院卒等：456
万円、⼤卒
等：244.8万
円 （※左記
の上限額内で
就職先の参加
企業が決定）

①⼜は②の上限額のいず
れか低い⽅に10分の1を
乗じた⾦額を10年間に分
けて⽀給する

平成 30 未定

⼤分県
【１】

無し
貸与を受けた修学資⾦貸
付⾦の返還総⽀払額全額

-
④の要件を満たした場合
に返済免除

卒業後、免許を取得し、
県内の200床未満の病院等
対象施設で5年間業務に従
事した後

昭和 37 未定



⼤分県
【２】

無し
貸与を受けた修学資⾦貸
付⾦の返還総⽀払額全額

−
④の要件を満たした場合
に返済免除

医師免許を受けた後、指
定医療機関において従事
した期間が、医師修学資
⾦の貸与を受けた期間の
２分の３に相当する期間
に達したとき。

平成 19 未定

⼤分県
【３】

介護福祉⼠修学
資⾦貸付借受者

全額（最⼤1,680千円）
貸付⾦額（最
⼤1,680千
円）

④の要件を満たした場合
に返済免除

介護福祉⼠養成施設等を
卒業後、１年以内に介護
福祉⼠等の登録を⾏い、
⼤分県内において特定業
務に５年間（過疎地域、
中⾼年離職者の場合は３
年間）継続して当該業務
に従事したとき

平成 28 未定

⼤分県
【４】

保育⼠修学資⾦
貸付

全額（学費５万円以内/
⽉、⼊学準備⾦20万円以
内、就職準備⾦20万円以
内）

1600
④の要件を満たした場合
に返済免除

① 養成施設を卒業した⽇
から１年以内に保育⼠登
録を⾏い、⼤分県内等に
おいて保育業務に従事
し、５年間（過疎地域勤
務者、中⾼年離職者の場
合は３年間）継続して当
該業務に従事したとき。

平成 28 未定

⼤分県
【５】

無し
給付を受けた修学資⾦の
返還総⽀払額の全額

-
④の要件を満たした場合
に返済免除

獣医師
10年間継続して就業
⼤分県職員限定（農林⽔
産部及び公衆衛⽣部局）

平成 24 未定

⼤分県
【６】

無し
給付を受けた修学資⾦の
返還総⽀払額の全額

-
④の要件を満たした場合
に返済免除

獣医師
10年間継続して就業
⼤分県内で産業動物獣医
師等として従事
 ⼤分県職員（家畜保健衛
⽣所等）
 家畜診療施設（農業共済
組合等）

平成 24 未定

宮崎県
⼤学院・6年制
⼤学

貸与を受けた奨学⾦の返
還総⽀払額の1/2

1500 5

就職した⽇から起算して
勤務期間が1年を経過した
時（以後、3年経過時、5
年経過時の3回に分けて⽀
援）

4年⽣⼤学
貸与を受けた奨学⾦の返
還総⽀払額の1/2

1000 5

就職した⽇から
起算して勤務期
間が1年を経過し
た時（以後、3年
経過時、5年経過
時の3回に分けて
⽀援）

短⼤・⾼専（4
〜5年次）・専
修学校専⾨課程

貸与を受けた奨学⾦の返
還総⽀払額の1/2

500 5

就職した⽇から
起算して勤務期
間が1年を経過し
た時（以後、3年
経過時、5年経過
時の3回に分けて
⽀援）

⾼等学校・⾼専
（1〜3年次）・
専修学校⾼等課
程

貸与を受けた
奨学⾦の返還
総⽀払額の1/2

400 5

就職した⽇から起算して勤
務期間が1年を経過した時
（以後、3年経過時、5年経
過時の3回に分けて⽀援）

平成 29 令和 15

⿅児島県

⼈材育成枠（⼤
学等⼊学予定
者），地域活性
化枠（⼤学等卒
業予定者）

前年度10⽉１⽇から当該
年度９⽉30⽇までに本⼈
が⽇本学⽣⽀援機構に返
還した奨学⾦

−
奨学⾦を返還している期
間

前１年間の返還実績額を
10⽉下旬以降に⽀援

地域活性化枠
（県外在住の社
会⼈）

前年度10⽉１⽇から当
該年度９⽉30⽇まで
（１年⽬は⽀援開始時期
から最初の９⽉まで）に
本⼈が⽇本学⽣⽀援機構
に返還した奨学⾦

−
奨学⾦を返還している期
間

⽀援要件を満た
した後の最初の
10⽉以降（10⽉
時点で９⽉まで
の返還実績を確
認し，送⾦す
る）

平成 28 令和 7

沖縄県 無し

対象従業員の年間返済額
の1/2以内を対象として、
年間で補助対象企業が⽀
給を完了した額の1/2以内
の額（所得向上応援企業
認証制度の認証企業は
3/4）

90千円（所得
向上応援企業
認証制度の認
証企業は135
千円）

最⻑５年間
補助対象企業の⽀給開始
と同時

令和 4 未定


